
平成２６年２月２８日

中央新幹線（東京都・名古屋市間）に係る環境影響評価準備書に対する 

市長意見の公表について（お知らせ） 

標記事業に係る市長意見について神奈川県知事から照会があり、これを平成

２６年２月２８日付けで提出するとともに、同日付けで公表しましたので、お

知らせいたします。

１ 事業者の氏名及び住所

名  称：東海旅客鉄道株式会社

代 表 者：代表取締役社長 山田 佳臣

主たる事務所の所在地：愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番４号

２ 対象事業の名称、種類及び規模

  名  称：中央新幹線（東京都・名古屋市間）

 種  類：新幹線鉄道の建設

規  模：東京都から名古屋市間の新幹線鉄道の建設 延長 約２８６㎞

（内、神奈川県 約４０㎞）

３ 対象事業実施区域

  起  点：東京都港区

終  点：愛知県名古屋市

川崎市内については、中原区、高津区、宮前区、麻生区

４ 市長意見の公表

  平成２６年２月２８日（金）

５ 事業者問合せ先

名  称：東海旅客鉄道株式会社 環境保全事務所（神奈川）

所 在 地：神奈川県相模原市中央区相模原４－３－１４

 相模原第一生命ビル４Ｆ

電話番号：０４２－７５６－７２６１

（川崎市環境局環境評価室 担当）

電話０４４－２００－２１５６



中 央 新 幹 線 （ 東 京 都 ・ 名 古 屋 市 間 ） 

に係る環境影響評価準備書に対する市長意見 

     平成２６年２月 

川 崎 市

川崎市長意見 

 「中央新幹線（東京都・名古屋市間）」に係る環境影響評価準備書に対す

る知事意見の作成に際して、本市が指摘する事項について配慮されるよう要

望する。 

１ 全般的事項 

本事業は、東海道新幹線の将来の経年劣化への抜本的な備えや将来の大

規模災害への抜本対策を目的に、東京都港区を起点とし、愛知県名古屋市

に至る延長約 286 ㎞の区間において、超電導磁気浮上方式を採用した新幹

線鉄道を建設するものである。 

川崎市内における路線延長は約 16 ㎞で、その区間を大深度地下トンネ

ルで通過する計画としている。また、中原区等々力、宮前区梶ヶ谷、宮前

区犬蔵三丁目、麻生区東百合丘三丁目及び麻生区片平・町田市能ヶ谷七丁

目境界地に非常口の設置が計画されており、さらに、宮前区梶ヶ谷に設置

が計画されている非常口には、地下に保守用車留置施設を併設する計画と

している。 

本事業が実施される川崎市域は、市街化・住宅地化が高度に進展し、多

くの市民が生活する地域であり、環境の保全について最大限の配慮が求め

られている。このため、事業の実施に当たっては、このような本市の地域

特性を十分考慮し、次の事項及び個別事項で指摘している内容について、

十分留意する必要がある。また、環境影響評価書（以下「評価書」という。）

の作成に当たっては、これらの指摘事項に対応して具体的・個別的な補充

を行い、分かりやすく記載する必要がある。 



(1) 長期間の工事における環境配慮 

本事業の工事は 10 年以上の長期に及ぶものであり、川崎市内では、

中原区を始め市内各所で、川崎市環境影響評価に関する条例の対象とな

る大規模事業が実施又は予定されていることから、これらの事業との工

期が重複することにより工事用車両の走行に伴う環境への影響が懸念

される。このため、工事の実施に当たっては、他の事業者との間で連絡、

調整を図るとともに、その工事の時点における環境に配慮された最新の

建設機械や工事用車両を採用するなど最大限の環境保全措置を講ずる

必要がある。 

(2) モニタリングの実施 

大気質、騒音、振動、微気圧波、低周波音、水質、地下水、水資源、

地形、地盤沈下及び土壌汚染の各評価項目のモニタリングについては、

モニタリングを実施する具体的な地点、回数、時期等を評価書で明らか

にした上で、適切に実施し、その結果については、モニタリング実施後

速やかに公表する必要がある。 

(3) 関係機関との協議等 

事業の進捗に応じて、その進捗の状況や環境保全措置の実施状況等を

積極的に公表するとともに、関係機関との協議、調整を適切に行う必要

がある。 

(4) 工事説明等の実施及び問合せ等窓口の市内設置 

工事開始前に、関係地域において工事説明等を行い、予測及び評価の

内容や講じようとする環境保全措置等の内容について改めて周知を図

る必要がある。また、関係住民の問合せ等の窓口として、川崎市内に環

境保全対応の事務所を速やかに設置し、その周知を図る必要がある。 

２ 個別事項 

(1) 大気質 

ア 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の予測対象



時期については、窒素酸化物及び浮遊粒子状物質の排出量が最大にな

ると想定される１年間としているが、排出量を月ごとに示して、予測

対象時期とした根拠を明確にする必要がある。 

イ 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素濃度、浮遊粒子状物質濃度及び粉

じん濃度の予測結果については、等値線図を用いて、影響の程度を分

かりやすく示すとともに、建設機械の配置及び予測地点の濃度を当該

図の上に表示する必要がある。 

ウ 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素濃度は、直近の住居等において寄

与濃度が高く、寄与率も 40％に近くなる地点があると予測している

ことから、排出ガス対策の進んだ二次対策型又は三次対策型の建設機

械の積極的な採用、アイドリングストップの推進などの環境保全措置

を更に徹底するとともに、その環境保全措置の効果及び実施状況を継

続して把握するため、二酸化窒素濃度のモニタリングを常時実施する

必要がある。 

エ 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質については、

特定の短い時間に工事の影響が集中しないことから短期予測（１時間

値予測）については予測対象としていない。しかしながら、長期予測

（年平均値予測）の結果よりも寄与濃度は高くなることが想定される

ことから、短期的な影響の程度について、評価書で具体的に説明する

必要がある。 

オ 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴う二酸化窒素及び浮

遊粒子状物質の予測対象時期については、窒素酸化物及び浮遊粒子状

物質の排出量が最大になると想定される 1 年間としているが、排出量

の根拠となる車両台数を月ごとに示して、予測対象時期とした根拠を

明確にする必要がある。 

カ 川崎市内の工事に使用する道路には、大型自動車の通行が規制され

ている生活道路（市道王禅寺 35 号）が含まれており、10 年以上の長

期にわたり使用する計画となっている。このため、大気質への影響が

懸念されることから、当該道路の走行を回避するよう、交通管理者、

道路管理者等と十分な協議を行い、工事で使用する道路を選定する必

要がある。 



また、新たに選定した道路については、大気質の予測及び評価の地

点を設定し、影響の程度、環境保全措置等を評価書等で明らかにする

必要がある。 

キ 建設機械の稼働に伴う粉じん等の予測について、降下ばいじん量は、

季節ごとに 0.11～8.98ｔ/㎞２/月で参考値（10ｔ/㎞２/月）を下回る

としている。しかしながら、川崎市内 2 箇所における年平均値 2.1～

3.9ｔ/㎞２/月を上回る箇所があることから、粉じん等の発生防止を徹

底するとともに、他の自治体の事例を参考に工事施工ヤードの仮囲い

を高くするなどの環境保全措置を講ずる必要がある。 

(2) 騒 音 

ア 建設機械の稼働に伴う騒音の予測対象時期を工事により発生する

騒音が最大となる時期としているが、建設機械の騒音のパワーレベル

の合成値を月ごとに示して、予測対象時期とした根拠を明確にする必

要がある。 

イ 建設機械の稼働に伴う騒音の予測結果については、等値線図を用い

て、影響の程度を分かりやすく示すとともに、建設機械の配置、騒音

レベルの最大出現地点及びその数値を当該図の上に表示する必要が

ある。 

ウ 予測結果の騒音レベルについて、日常生活の中で感じる騒音レベル

を示し、一般の市民が理解できるように分かりやすく説明する必要が

ある。 

エ 建設機械の稼働に伴う騒音については、更なる環境影響の低減を図

るため、他の自治体の事例を参考に工事施工ヤードの仮囲いを高くす

るとともに、その影響の程度について予測及び評価を実施し、その内

容を評価書で明らかにする必要がある。さらに、低騒音型建設機械の

積極的な採用、アイドリングストップの推進などの環境保全措置を徹

底するとともに、その環境保全措置の効果及び実施状況を継続して把

握するため、工事中は、騒音レベルのモニタリングを常時実施する必

要がある。 

オ 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴う騒音の予測対象時



期を工事により発生する資材及び機械の運搬に用いる車両台数が最

大となる時期としているが、車両台数を月ごとに示して、予測対象時

期とした根拠を明確にする必要がある。 

カ 川崎市内の工事に使用する道路には、大型自動車の通行が規制され

ている生活道路（市道王禅寺 35 号）が含まれており、10 年以上の長

期にわたり使用する計画となっている。このため、騒音による生活環

境への影響が懸念されることから、当該道路の走行を回避するよう、

交通管理者、道路管理者等と十分な協議を行い、工事で使用する道路

を選定する必要がある。 

また、新たに選定した道路については、騒音の予測及び評価の地点

を設定し、影響の程度、環境保全措置等を評価書等で明らかにする必

要がある。 

(3) 振 動 

ア 建設機械の稼働に伴う振動の予測対象時期を工事により発生する

振動が最大となる時期としているが、建設機械の振動レベルの合成値

を月ごとに示して、予測対象時期とした根拠を明確にする必要がある。 

イ 建設機械の稼働に伴う振動の予測結果については、等値線図を用い

て、影響の程度を分かりやすく示すとともに、建設機械の配置、振動

レベルの最大出現地点及びその数値を当該図の上に表示する必要が

ある。 

ウ 予測結果の振動レベルについて、日常生活の中で感じる振動レベル

を示し、一般の市民が理解できるように分かりやすく説明する必要が

ある。 

エ 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に伴う振動の予測対象時

期を工事により発生する資材及び機械の運搬に用いる車両台数が最

大となる時期としているが、車両台数を月ごとに示して、予測対象時

期とした根拠を明確にする必要がある。 

オ 川崎市内の工事に使用する道路には、大型自動車の通行が規制され

ている生活道路（市道王禅寺 35 号）が含まれており、10 年以上の長

期にわたり使用する計画となっている。このため、振動による生活環



境への影響が懸念されることから、当該道路の走行を回避するよう、

交通管理者、道路管理者等と十分な協議を行い、工事で使用する道路

を選定する必要がある。 

また、新たに選定した道路については、振動の予測及び評価の地点

を設定し、影響の程度、環境保全措置等を評価書等で明らかにする必

要がある。 

(4) 地下水及び地盤

非常口の掘削工事等や大深度地下トンネル工事の実施に当たっては、

より詳細に地質及び地盤の調査を行い、その結果を踏まえて、工事の施

工計画、施工方法及び施工管理に十分配慮する必要がある。

また、工事開始前から地下水位及び地盤変位の変動状況のモニタリン

グを実施し、不測の事態が生じた場合にも迅速に対応できる体制を整備

する必要がある。さらに、工事終了後も工事による影響がないことを確

認する必要がある。

(5) 日照阻害 

換気施設等の存在による日影の予測結果については、換気施設等の配

置及び規模を明確にした上で、時刻別日影図及び等時間日影図を作成し、

分かりやすく説明する必要がある。 

(6) 廃棄物等 

ア 建設発生土及び建設汚泥の発生量の予測に当たっては、予測に用い

た諸量の数値、予測計算の過程等を示して、分かりやすく説明する必

要がある。 

イ 発生土置き場については、現時点において具体的な位置、規模等の

計画を明らかにすることが困難としているが、発生土置き場が明らか

になった時点で、その位置、規模及び環境保全措置を速やかに公表し、

場所に応じて選定した環境保全措置を確実に実施する必要がある。ま

た、環境保全措置の効果を確認するため、モニタリングを実施し、そ

の結果を公表する必要がある。



(7) その他 

ア 大深度地下走行に係る磁界

列車の大深度地下トンネル走行に伴う地上での磁界については、影

響の程度を確認し、その結果を公表する必要がある。また、磁界の影

響については、市民から不安視されていることから、身の回りにある

家電製品等から発生する磁界と比較するなど評価書において分かり

やすく説明する必要がある。

イ シールドトンネル工事等に係る振動等

シールドトンネル工事の実施及び列車の大深度地下トンネル走行

に伴う地上での騒音及び振動については、影響の程度を確認し、その

結果を公表する必要がある。

ウ 工事用道路の設置工事等

川崎市内では、非常口の設置工事に当たり、緑地、農地及び住宅地

を通る工事用道路を設置する計画があることから、現況の緑地、農地

等に配慮して工事用道路用地の絞り込みを行う必要がある。また、工

事用道路の設置工事における建設機械の稼働や工事用車両の走行を

環境影響の要因として捉えて、大気、騒音及び振動の予測及び評価の

地点を適切に設定し、その結果を評価書等で明らかにする必要がある。

さらに、講じようとする環境保全措置を評価書等で示した上で、その

効果をモニタリングにより確認する必要がある。



（参考） 

○ 環境影響評価に関する手続経過

平成２３年 ９月２６日 川崎市長宛て環境影響評価方法書の送付

９月２７日 環境影響評価方法書の公告

環境影響評価法に基づく縦覧開始

神奈川県環境影響評価条例に基づく縦覧開始

１０月２７日 環境影響評価法に基づく縦覧終了

１１月１０日 環境影響評価法に基づく意見書の締切日

神奈川県条例に基づく縦覧終了及び意見書

の締切日

１２月 ５日 環境影響評価方法書についての意見の概要

を受理

１２月 ５日 神奈川県知事から市長意見提出に係る照会

１２月 ７日 市長意見作成のため市長から審議会宛て諮問

平成２４年 １月１９日 審議会から市長宛て答申

１月２６日 市長意見を神奈川県知事宛て送付

平成２５年 ９月１８日 川崎市長宛て環境影響評価準備書の送付

９月２０日 環境影響評価準備書の公告

環境影響評価法に基づく縦覧開始

神奈川県環境影響評価条例に基づく縦覧開始

１０月２１日 環境影響評価法に基づく縦覧終了

１１月 ５日 環境影響評価法に基づく意見書の締切日

神奈川県条例に基づく縦覧終了及び意見書

の締切日

１１月２５日 環境影響評価準備書についての意見の概要

と事業者の見解を受理

１１月２５日 神奈川県知事から市長意見提出に係る照会

１１月２６日 環境影響評価準備書についての意見の概要

と事業者の見解の公告、縦覧開始



平成２５年１１月２６日 法対象公聴会の開催の公告

１２月２５日 環境影響評価準備書についての意見の概要

と事業者の見解の縦覧終了

１２月２５日 市長意見作成のため市長から審議会宛て諮問

平成２６年 １月 ４日 法対象公述の申出の締切り（第１回・麻生

区役所）

 申出者 10 名 

 １月 ５日 法対象公述の申出の締切り（第２回・宮前 

区役所） 

 申出者 ４名 

 １月 ８日 法対象公聴会の傍聴の申込みの締切り

 １月１８日 法対象公聴会の開催（第１回・麻生区役所）

 公述人 10 名、傍聴人 56 名 

 １月１９日 法対象公聴会の開催（第２回・宮前区役所） 

 公述人 ４名、傍聴人 38 名 

 ２月２５日 審議会から市長宛て答申 

 ２月２８日 市長意見を神奈川県知事宛て送付

○ 川崎市環境影響評価審議会の審議経過

平成２３年１２月 ７日 審議会（環境影響評価方法書事業者説明及び

審議） 

１２月２０日 審議会（環境影響評価方法書事業者説明及び

審議）

平成２４年 １月１８日 審議会（環境影響評価方法書答申案審議）

平成２５年１２月２５日 審議会（現地視察） 

平成２６年 １月１４日 審議会（環境影響評価準備書事業者説明及び

審議）

 ２月 ７日 審議会（環境影響評価準備書事業者説明及び

審議）

 ２月１９日 審議会（環境影響評価準備書答申案審議）


